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○市内の店舗・工場などで事業を行っている方で、次の要件を満たす場合は、韮崎市独自の緊急経済対策として利子補給金及び保証料助成金を受けることができます。

＜対象者＞

①常時雇用従業者数１００人以内

[image: image2.wmf]②市内に継続して1年以上事業所等を有しており、今後も市内で事業を継続しようとするもの

③韮崎市商工会会員である者

④市税等を滞納していない者

＜対象融資＞　平成21年4月～
	
	融資名
	①利子補給

（30%）
	②保証料助成（50%）

	山梨県

商工業

振興資金
	
	連鎖倒産防止融資
	○
	○

	
	
	不況業種対策融資
	○
	○

	
	
	原油・原材料価格高騰対策融資
	○
	○

	
	
	事業促進融資
	○
	○

	
	新

規

追

加
	小規模企業サポート融資
	○
	県助成50%

	
	
	起業家支援融資
	○
	○

	
	
	新分野進出支援融資
	○
	○

	商工会
	
	商工貯蓄共済融資
	－
	○

	
	
	スイフト500
	－
	○

	日本政策

金融公庫
	
	普通貸付（一般貸付）
	○
	－

	
	
	マル経融資
	○
	－

	
	新規追加
	特別貸付

（セーフティネット貸付）
	○
	－


＜助成基準＞

1 利子補給金・・・補給率30%　補給期間借入後1年間　限度額10万円

2 保証料助成金・・助成率50%　限度額50万円

＜必要書類＞～韮崎市商工会を経由して融資実行日から14日以内～

・交付申請書（第１号様式）

　⑴法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

　⑵市税等を滞納していないことを明らかにする書類

　⑶利子補給にあっては金融機関の発行する支払額明細書

　⑷保証料助成にあっては信用保証協会の発行する信用保証決定の写し

　⑸その他市長が必要と認める書類
・請求書（第３号様式）～市からの交付決定後～
○支払うべき期間に応じて、それぞれ次に定める日までに支払いを証する書類若しくはその写しと共に提出

　⑴1月1日から3月31日までの間　4月10日まで

⑵4月1日から6月30日までの間　7月10日まで

⑶7月1日から9月30日までの間　10月10日まで

⑷10月1日から12月31日までの間　1月10日まで

※融資を受けるには、金融機関や信用保証協会による審査が必要となります。
「ご相談はまず韮崎市商工会まで」
【利子補給及び保証料助成についてのお問い合わせ】

韮崎市役所商工観光課

22－1111（216）

支援策の詳細や申請様式は　韮崎市ホームページ　をご覧ください。
【韮崎市】で検索！　→　【韮崎市オフィシャルホームページ】　へ

もしくは【http://www.city.nirasaki.lg.jp】 click !　now!!
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